
裾野市空家等対策協議会設置要綱 

      当初：平成 30 年 6 月 15 日告示第 103 号 

      改正：令和 2 年 11 月 30 日告示第 170 号 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」とい

う。) 第６条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う

ため、同法第７条第１項の規定に基づき、裾野市空家等対策協議会(以下「協議会」とい

う。)を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

 ⑴ 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

 ⑵ 法第２条第１項に規定する空家等が同条第２項に規定する特定空家等に該当するか

否かの判断に関すること。 

 ⑶ 法第１４条に規定する特定空家等に対する措置の実施に関すること。 

 ⑷ 法第１２条に規定する所有者等による空家等の適切な管理の促進に関すること。 

 ⑸ その他必要とする事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、市長のほか、法第７条第２項に規定する者のうちから市長が委嘱又は任命す

る。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 （守秘義務） 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（会長の職務） 

第６条 協議会の会長は、市長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 
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３ 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 会議は、原則として公開する。ただし、裾野市情報公開条例(平成 28 年裾野市条例第

8 号)第７条各号に該当する情報について審議を行うとき又は会議を公開することによ

り会議の目的が達成されないと認められるときは、会議の一部又は全部を非公開とする

ことができる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴

取し、又は資料等の提出を求めることができる。 

（会議の招集の特例） 

第７条の２ 前条の規定にかかわらず、会長は、緊急の必要があり協議会の会議を招集す

るいとまがない場合その他やむを得ない理由がある場合は、議事の概要を記載した書面

及び参考書類等を委員に送付し、期日を指定した書面でその意見を聴き、又は賛否を問

い、協議会の会議に代えることができる。 

２ 書面による協議は、指定した期日内に委員の過半数の回答がなければ成立しないもの

とする。 

３ 書面による協議は、書面により回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 

附 則 

 この告示は、公示の日から施行する。 


